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 労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際

し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為（労働者

派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者

に限るとすること等）をしないよう努めなければならないとされています（派遣法 26⑥）。 

また、派遣先指針（第２の３）では「派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣

先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に

対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を

特定することを目的とする行為を行わないこと」とされており、派遣元事業主としても派遣先による派遣

労働者の特定を目的とする行為に協力してはいけません。 

なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣

就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為

が行われたことには該当せず、実施可能ですが、派遣元事業主は、派遣労働者等に対して派遣先からの要

請があっても、これらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への

協力の禁止に触れないよう十分に留意することが必要です（派遣元指針第２の 13）。 

 

■点検項目 23 関係 （派遣労働者の選定） 

 


